
 

 

 

 

 

 

湖東小・新島小代表者会議が立ち上げる！ 

湖東小と新島小 平成２７年４月に統合決定!! 
 湖東小学校と新島小学校の統合について、これまで地域住民の代表者、保護者の代表者、学校教育関

係者で組織する地域検討会議をそれぞれの学区で立ち上げ、検討協議を行ってきました。その検討結果

は共に「賛成」でありました。 

学校再編は、市民協働で検討推進することが「香取市学校

等適正配置計画実施プラン」に掲げられています。平成２５年１

２月６日に両校の代表者２０名（湖東小・新島小の通学区域の地

域住民の代表者、保護者の代表者）で組織する、「香取市立湖東

小学校・新島小学校学校再編に係る代表者会議」を設置

し、統合に係る基本的事項の「統合の時期」「学校の名称」「校

歌・校章」について検討協議を行います。 

第１回目の会議では、①代表者会議の設置について、②代表者会議設置要綱の制定につい

て、③検討協議の進め方について協議し、その後に意見交換を行いました。 

①、②については、承認されました。その中で、会議の円滑な進行を図るため代表者会議に幹事会を

置き、統合予定校の委員の中からそれぞれ３名を選出し、また、会議は中立公正に行うことが必要であ

るため、会長は置かず座長を置くこととし、その座長は教育委員会事務局が行います。そして、この会

議は公開することが原則になります。 

③検討協議の進め方についてでは、「統合の時期」「学校の名称」「校歌・校章」は円滑な話し合いの

もと、採決を採るのではなく委員の合議で決定することが重要なことで、一つひとつテーマを決め協議

決定していくことになります。 

基本的事項の一つである「統合の時期」について話し合いが行われ、湖東小の入学予定者の減少や複

式学級に対する懸念を早く改善する必要から、統合の時期は「平成２７年４月」に決定しました。  

次回の代表者会議では、「学校の名称」を検討協議することになります。 
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次回の代表者会議のご案内 

日  時  平成２６年１月２２日（水）午後７時から 

会  場  新島小学校「図書室」 

内  容  「学校の名称」について 

この会議は傍聴することができますので、地域の学校について一緒に考えましょう。 

※ 会場に限りがありますので、入場制限をすることがございます。 



 

 

 

 

 

 

統合小学校の名称決定!!「新島小学校」 
  

平成２６年１月２２日、新島小学校「図書室」で第２回香取市立湖東小学校・新島小学校学校再編に係

る代表者会議が行われました。この会議では、統合校の学校の名称についてそれぞれ学校の名称を一つ

に絞り、そしてその選定理由の説明がありました。 

湖東小学区では、この会議に先立ち地域検討会議が行われ、学校

名について話し合いが行われました。その結果、「新島小学校」

を統合校の名称の候補として挙げられました。理由として、 

① 歴史的背景が新島、湖東は一緒である。 

② 新島の名称は、どの年代からも理解が得られやすい。 

でありました。また、利根川左岸地区では北佐原小学校との統合も

計画しており、その際に学校名は変えることの条件が付与されました。 

新島小学区は、湖東小学区と同様に「新島小学校」が挙げられました。理由は、 

① 歴史的な背景が一緒 

② 中学校、保育所、児童クラブ、まちづくり協議会など「新島」の名称が使われている。

小学校だけ名称が違うのは不自然。 

が理由でした。また、北佐原小学校との統合時には学校の名称を変えることが付け加えられました。 

両方が、「新島」で意見が一致しましたので、会議出席者の全員の合意で新生「新島小学校」で

統合校の名称が決まりました。名称は新島に決定しましたが、現在の新島小学校の歴史も一旦は幕

を閉じ、平成２７年４月に新たな学校としてスタートします。 

次回の代表者会議は、「校歌・校章」について話し合います。また、円滑な統合に資するため今後、

統合準備委員会を組織し、学校統合の詳細について決めていかなくてはいけないことが多岐にわたりま

す。地域、保護者、学校そして行政が一体となって新しい学校を築き上げていくことがこれからは必要

となります。ご支援、ご協力をお願いします。 
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次回の代表者会議のご案内 

日  時  平成２６年２月１４日（金）午後７時から 

会  場  湖東小学校「みんなのひろば」 

内  容   校歌・校章について 

統合準備委員会について 

この会議は傍聴することができますので、地域の学校について一緒に考えましょう。 

※ 会場に限りがありますので、入場制限をすることがございます。 

（写真）平成 26年 1月 22日 第２回代表者会議  



 

 

 

 

 

 

校歌は新たに作成 

校章は現行の新島小のものを 
 平成２６年２月１４日、湖東小学校「みんなのひろば」で第３回香

取市立湖東小学校・新島小学校学校再編に係る代表者会議が行われま

した。この会議ではこれまでに、統合の時期（平成２７年４月）、

統合校の名称（新生「新島小学校」）を決定しており、今回は、

基本的事項の校歌・校章について検討協議が行われました。 

前回の会議で、校歌・校章について地域で話し合って来ることになっており、それぞれ代表者から意

見がありました。 

【新島小学校】 

「湖東小学区のご理解をいただき、統合校の名称も「新島小学校」で決まった。校歌・校章につ

いても現在の新島小学校のものを使うことにしたい。校歌・校章の作成に掛かる経費は、子どもた

ちの教育に充ててもらいたい。」 

【湖東小学校】 

「統合校の名称は「新島小学校」で決まったが、新たな気持ちで学校をスタートするためには、

校歌は新規に作成し、子どもたちには新校歌を覚えてもらいたい。校章についても新規としたい。」 

意見は割れましたが、協議の結果、「この統合は対等統合であり、湖東小学校、新島小学校はとも

に閉校し、新たな新島小学校としてスタートをすることになる。いずれか一方の校歌を使うことで

はなく、新規に校歌を作成し、両校の児童に校歌を覚えていただきたい。」でまとまり、校歌は新

たに作成することになりました。作成にあたり、具体的な作詞、作曲については香取市立湖東小学校・

新島小学校統合準備委員会（平成２６年３月設置予定）に委ねることになりました。 

 

校章については、校名が新生「新島小学校」で決定しており、現行の新島小学校の校章には、望まれ

る児童の姿を願い作成されているなどの理由で、現行の新島小学校の校章とすることで決まりました。 
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新島小学校校章 

 外形は鏡を表わし、心をうつし反省する内容をもつ。また、清く明るくという意味を含めて

いる。 
 中心の周辺のコバルト色は、水郷の水を型取り、水郷の中心にある小学校を表わしている。 
 真中の銀色の部分は鉾を表わし、強くたくましく育つことを願っている。 
 要するに水郷の中に位置を占めている学校に学ぶ児童が、水の流れのように大らかで又強く

たくましく育ち、常に心を反省し、清く明るく育つことを望んで制定。 

（写真）第３回代表者会議 



 

 

 

 

 

 

準備委員会を設立！！ 
平成２７年４月の統合に向け、 

５つの部会で準備が始まる 
香取市学校等適正配置計画実施プランでは、市民協働で学校再編を推進する

ことが掲げられています。 

湖東小と新島小の統合については、これまでに地域検討会議でそれぞれ統合の合

意形成をいただき、次のステップの代表者会議で、「統合の時期」「学校の名称」「校

歌・校章」について協議を行ってきました。 

代表者会議の検討経過については、地域の皆さんには学校再編だよりで、保護者

の皆さんにはＰＴＡ総会でお知らせをしてきました。また、代表者会議では、次のステ

ップの準備委員会の設立に向けた準備を行ってきました。 

 

平成２６年３月１３日、新島小学校において、円滑な統合を目指すために、地域住民の代表者、保護者の代表者、

学校の教職員、教育委員会で組織する香取市立湖東小学校・新島小学校統合準備委員会を設立しました。 

この会議では、閉校式、開校式の式典行事、スクールバスの運行、ＰＴＡ組織、学校備品等の移転計画など、協議す

ることが多岐にわたるため、５つの部会を設け検討協議を行うことになりました。 

 

部会 協議事項 

総務部会 式典行事に関すること、校歌に関すること、移転計画に関すること 

学校用品に関すること 

通学部会 通学体制に関すること 

ＰＴＡ部会 ＰＴＡの組織運営に関すること 

教育部会 教育課程等教育内容策定に関すること、児童交流事業に関すること 

学校行事に関すること、児童会に関すること、中学校との連携に関すること 

事務部会 設備、備品に関すること、移転準備に関すること 

 

会議では、部会ごとに分かれ、協議事項の確認を行い、統合に向けた話し合いが始まりました。 

統合後、子どもたちがよりよい学校生活を送れるために、検討協議を進めていきます。今後も、部会での決定事項などを

随時、皆さんにお知らせをしていきます。 

 

代表者会議検討結果報告書がまとまる 
代表者会議は、これまでに３回の会議で、「統合の時期」「学校の名称」「校歌・校章」の統合に係る基本的事項につい

て検討協議を行ってきました。平成２６年３月１３日に代表者会議検討結果報告書の提出が教育委員会にありました。

その内容は、裏面に掲載していますのでご覧ください。 

 

（写真）準備委員会の様子 
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裏面へ 



香取市立湖東小学校・新島小学校学校再編に係る代表者会議検討結果報告書 

 

香取市学校等適正配置計画実施プランに掲げる香取市立湖東小学校と新島小学校の学校統合について、両校の学区内の児童の

保護者の代表者並びに地域住民の代表者で組織する香取市立湖東小学校・新島小学校学校再編に係る代表者会議を設置し検討

協議を行った。 

その結果が下記のとおりまとまったので、香取市立湖東小学校・新島小学校学校再編に係る代表者会議設置要綱第２条の規定によ

り報告書を提出する。 

記 

１ 検討事項及び結果 

① 統合の時期   平成２７年４月 

② 学校の名称   新島小学校 

③ 校歌・校章   校歌・・・新規に作成 

作成に当たっては、統合準備委員会に委任 

校章・・・現行の新島小学校のもの 

 

２ 経過 （省略） 

 

３ 検討概要 

香取市学校等適正配置計画実施プランでは、市民協働で学校再編を進めるとされており、これまで湖東小学校と新島小学校の学

校統合について、それぞれ地域検討会議を立ち上げ検討協議を重ねてきた。その検討協議結果はいずれも「統合は賛成」である。 

この結果を受け、それぞれの学区内の保護者の代表者、地域住民の代表者で組織する「香取市立湖東小学校・新島小学校学

校再編に係る代表者会議」立ち上げ、学校統合に係る基本的事項である「統合の時期」「学校の名称」「校歌・校章」について検討

協議を行った。 

 

① 統合の時期について 

湖東小学校の児童数・学級数は、平成２５年度児童数５４人、学級数４学級で通常は二学年を一学級に編制する複式学級

となる。しかしながら各学校に配置されている増置教員や市費雇用の講師が学級運営を行い、複式学級を解消している状況である。

この状況は、教員の負担が大きく、ひいては児童との関わる時間が減るなど児童にも影響を及ぼし、これが常態化しいていく。 

義務教育は、等しく誰もが同じ条件のもとに教育を受けられることが基本である。教育環境の公平性の確保は、香取市学校等適正

配置計画実施プランの基本指針にも掲げられており、教育環境の不均衡や格差是正は急務である。 

統合の準備期間を１年間と見積り、最短で統合可能な平成２７年４月を統合の時期とする。 

 

② 学校の名称について 

地域の歴史的背景は一緒であり、「新島」は徳川家康が命名されたといわれる由緒ある地名である。この地域にある保育所、中学

校、児童クラブ、まちづくり協議会では、「新島」を使っている。新島の名称は地域にも馴染んでおり、理解が得られやすい名称である。 

このため、学校の名称は「新島小学校」とする。新たな新島小学校として開校するため、これまでの新島小学校の歴史も閉幕とす

る。 

教育委員会は、北佐原小学校との統合も計画している。統合時には、新たな学校の名称に変更することとする。 

 

③ 校歌・校章について 

新生「新島小学校」としてスタートするためには、校歌は新規に作成し、湖東小学校、新島小学校に通う児童が共に覚えることで対

等統合の位置づけがなされる。 

このため、校歌は新規に作成することにする。作成方法については、香取市立湖東小学校・新島小学校統合準備委員会に委ねる

こととする。 

校章は、統合校の名称が新生「新島小学校」で決定しており、現行の校章には望まれる児童の姿を願い作成されている。この願い

は継承していきたい。 

 

 
 外形は鏡を表わし、心をうつし反省する内容をもつ。また、清く明るくという意味を含めている。 
 中心の周辺のコバルト色は、水郷の水を型取り、水郷の中心にある小学校を表わしている。 
 真中の銀色の部分は鉾を表わし、強くたくましく育つことを願っている。 
 要するに水郷の中に位置を占めている学校に学ぶ児童が、水の流れのように大らかで又強くたくましく育ち、常に

心を反省し、清く明るく育つことを望んで制定。 


